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『地域づくりによる介護予防』の充実をめざします特集

42016

写真：3 月は町内の各学校で卒業式が行われました。写真は 3 月 18 日に行われた朝日小学校の卒業式で、
退場前に保護者にありがとうございましたと感謝を伝える卒業生たち。



斜里町の介護保険を取り巻く状況
　町民4人に 1人が 75歳以上になる日がくるかもしれません

要介護状態になることを予防するために

『いきいき百歳体操』を町内各地域に普及します

▲平成 28 年 2 月から体操を実施している
自主グループです。ぽると 21 を会場に
毎週月曜午前 10 時に集まっています。
参加、見学可能です。

介護予防サロン事業（委託事業）
出張型介護予防事業 介護予防サポーター

養成事業ふれ愛サロン暖談 ウトロふれ愛サロン

内容 『いきいき百歳体操』やレクリエーション活動、
茶話会など

『いきいき百歳体操』講
座や健康づくり講座の
実施

地域で行う『いきいき
百歳体操』をサポート
するボランティアを養
成

日時 火曜・金曜
10:00～14:00

火曜
13:00～14:30

応相談 6月、12月の年2回予定
（詳細決定次第お知ら
せします）

場所 老人福祉センター ウトロ漁村センター 団体が活動している場
所

ぽると21

対象 体を動かしたい方、人としゃべりたい方など、
どなたでも

介護予防のための健康
づくり、地域活動等を
行っている団体

自分自身が元気になり
たい方、ボランティア
活動に興味のある方

送迎 なし 必要な方は要問合せ なし

利用料 1回　100円 1回　100円
送迎は別途片道100円

なし

申込み 必要なし 要申込み

問合せ 斜里町社会福祉協議会
☎0152-23-4704

ウトロデイサービス
センター
☎0152-22-5100

ぽると21　総合相談係　☎0152-23-6644

　『いきいき百歳体操』は、高知市保健所が作成
した体操プログラムです。この体操を週 1 回継
続することで、筋力が付いて動くことが楽になり、
転倒、骨折を予防します。DVD で映像を見なが
ら体操ができ、調節可能な重りを使うため、無理
なく個人の体力に合わせることができます。
　ただし、どんなに優れた体操であっても、一人
で続けるのは容易なことではありません。この体
操は、仲間同士で集まって、励まし合い、支え合
いながら行う体操です。この体操を「やる」か「や
らない」かを決めるのは町民の皆さんです。「や
る」と決めたら、皆さんが主体となって場所を決
め、開催日を決め、仲間に呼びかけます。役場は
その応援をします。
　体を動かすことは筋力を付けるだけではなく、
認知症予防に効果があります。週 1 回交流の機
会があることで、うつ病や認知症のリスクが低く
なるといわれています。

　『介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）』が、平成 28 年 3 月 1 日に始まりました。総合
事業では、高齢になっても住み慣れた地域で生活を続けられるよう地域全体で高齢者を支えるととも
に、町民の皆さんが効果的な介護予防に取り組むことができるよう事業を展開していきます。

　介護保険によるサービスは 65 歳（第 1 号被保険者、特定疾病の該当者は 40 歳）から利用すること
が可能で、平成 28 年 2 月末現在、斜里町で要介護認定を受けている人は 658 人います。75 歳以上（後
期高齢者）の約 3 割が要介護認定を受けています。
　2025 年には、団塊の世代が 75 歳を超えます。要介護リスクが高くなる後期高齢者人口は 2025 年
に向けて増加し続ける反面、生産年齢人口（15 ～ 64 歳）は継続的に減少し、その差は広がり続ける
ことが予測されています。2040 年、斜里町の後期高齢者率は 25.1％となることが見込まれています。
　介護を必要とする人が増える中、
介護の担い手となり得る年齢層の人
口は減少します。調理・買い物・掃
除などの生活支援や介護が必要に
なっても、必要な支援を受けること
ができなくなる可能性があります。
　この大きな課題の対応策の一つと
して、総合事業の中で⑴効果的な介
護予防の推進と、⑵生活支援の確保
とサービスの充実（広報しゃり 3 月
号掲載）をめざしていきます。

斜里町の要介護認定を受ける原因
トップ３
第 1 位　認知症
第 2 位　脳血管疾患
第 3 位　関節症・骨折・骨粗しょう症

介護保険制度が変わります　第3弾

『地域づくりによる介護予防』の
充実をめざします

▼問合せ　ぽると 21 保健福祉課　☎ 0152-22-2500
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　歩いて通える範囲の地域に『いきいき百歳体操』
を行う会場が増えるよう、地域体操教室立ち上げ
支援事業を展開しています。興味・関心のある方
は、ぽると 21 にお問い合わせください。

　これから先、どんな生活を送りたいか考えたことは
ありますか？　その生活を送るために自分にできるこ
とが何か考えたことはありますか？　仮に、ここに書
いた病気になったとしたら、その生活を送ることが難
しくなるかもしれません。自分の希望する生活を送り
続けるために健康づくり（病気の予防）を意識した生
活をしてはいかがでしょうか。
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　これまで斜里消防署とウトロ分署の 2 か所で受信していた 119 通報について、新庁舎に高機能消防指令装
置が導入されるため、斜里消防署で一元管理することになります。高機能化によって、携帯電話・一般固定電
話からの 119 番通報は、発信位置を指令装置の地図上に表示することが可能となり、同時に、救急車等に搭
載された車両運用端末装置によって、位置情報が特定されます。
　また、消防救急デジタル無線も運用を開始するため、音声と高度データ通信により、迅速かつ正確に情報伝
達が図れるようになり、より的確な緊急対応が可能になります。さらに、デジタル化によって通信の秘匿性が
高まり、個人情報保護の強化につながります。
　今後はメール 119 番受信システムを活用する予定であり、
事前登録することにより電話などでの通報が困難な方
からの 119 番通報が受信可能となり、利便性が高ま
ります。

▼問合せ　斜里消防署　☎ 0152-23-2435

4月11日㈪から移転します
新消防署庁舎（事務所棟）完成！

　町民の皆さんの安全・安心な暮らしを支える拠点とするため、平成 27 年
7 月から工事が行われてきた新しい消防署庁舎の事務所棟が完成し、4 月
11 日㈪から利用が始まります。なお、住所や電話番号の変更はありません。
　今後の予定は、5 月から旧庁舎の解体工事、8 月から車庫棟の改築工事を
開始、平成 29 年 3 月完成となっています。

119通報は斜里消防署で受信されます！

新消防署庁舎
外観訓練補助棟の

赤い 119 が
目印！

2 階 に は 事 務 室 や
会議室があります。
入り口を入って左
の階段をご利用く
ださい。

1 階には防災備蓄庫や、
緊急時には一時避難所に
なる部屋があります。ト
レーニングルームが設置
され、今後、町民の皆さ
んにも利用していただけ
るようになる予定です。

原動機付自転車、軽二輪、二輪小型自動車および小型特殊自動車

平成28年度から軽自動車税が変わります
　軽自動車と小型の普通自動車との間の税負担水準格差の見直し、グリーン化を進める観点などから、平成 28 年
度から軽自動車（四輪以上および三輪）、原動機付自転車、軽二輪、二輪小型自動車および小型特殊自動車の税額
が引き上げになります。

最初の新規検査年月（車検証の「初度検査年月」）により、現行税額・新税額・重課税額のいずれかになります。

軽課税額（グリーン化特例）
平成27年度中（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）に新規検査を受けた車両で、排出ガス性
能および燃費機能の優れた環境負荷の小さいものについて、平成28年度分に限り軽自動車税を軽減す
る特例措置を適用します。

※1…平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車両で、新規検査年月から13年を経過するまで適用
※2…平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両で、新規検査年月から13年を経過するまで適用
※3…新規検査年月から13年を経過した車両に対し、新税率の概ね1.2倍の税率を適用
　　（動力源または内燃機関の燃料が、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用自動車
　　　および被けん引車は、重課税率の対象外となります）

車種
年税額

ア新税額の75％軽減 イ新税額の50％軽減 ウ新税率の25％軽減

軽
自
動
車

四輪以上
（660cc以下）

乗用
自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円

貨物
自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円

三輪（660cc以下） 1,000円 2,000円 3,000円

ア…電気自動車、天然ガス軽自動車（平成21年排出ガス10％軽減）
イ…乗用：平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成32年度燃費基準＋20％達成車
　　貨物：平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成27年度燃費基準＋35％達成車
ウ…乗用：平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成32年度燃費基準達成車
　　貨物：平成17年排出ガス基準75％低減達成（★★★★）かつ平成27年度燃費基準＋15％達成車
※イウについては、内燃機関の燃料が揮発油（ガソリン）の軽自動車に限ります。

車種 ～Ｈ27年度（年税額） Ｈ28年度～（年税額）

原動機付自転車

50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円

軽二輪（125cc超250cc以下） 2,400円 3,600円
二輪小型（250cc超） 4,000円 6,000円

小型特殊自動車
農耕作業用 1,600円 2,000円
その他 4,700円 5,900円

雪上車 2,400円 3,000円

軽自動車（四輪以上および三輪）

▼問合せ　役場税務課課税係　☎0152-23-3131内線132・133・137

車種 現行税額 新税額 重課税額

軽
自
動
車

四輪以上
（660cc以下）

乗用
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円

貨物
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

三輪（660cc以下） 3,100円 3,900円 4,600円

※1 ※2 ※3

内部は
お引っ越し中！
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町臨時職員を募集します 募

集

区分 保健福祉課一般事務補助 保健福祉課保健師 朱円・以久科へき地保育所
保育補助員

募集人数 1 名 1 名 2 名（各保育所 1 名）

勤務場所 総合保健福祉センターぽると 21（保健福祉課） 朱円へき地保育所
以久科へき地保育所

業務内容
文書作成・入力、介護従事者
確保事業等事務補助、電話対
応等

高齢者の保健福祉に関する相
談・指導業務、介護予防業務、
訪問指導等

保育補助業務（給食配膳・そ
の他保育業務補助）

資格・条件
町内在住の方でパソコン操作

（ワード・エクセル）のできる
方

保健師免許を有する方 町内に住所を有する方で子ど
もが好きな方

勤務日 月～金曜日

勤務時間 8時45分～17時30分
（休憩1時間）

8時45分～17時30分
（休憩1時間）
※勤務時間については相談に

応じます

11時30分～14時30分

賃金等 6,500 円 / 日 9,900 円 / 日 885 円 / 時

保険等 社会保険・雇用保険・厚生年金加入 ―

雇用期間 平成28年5月2日～平成29年3月31日 平成28年5月2日
～平成28年12月31日

申込期限 平成 28 年 4 月 15 日㈮

申込受付 月～金曜日　9 時～ 17 時 月～金曜日
9 時～ 17 時 30 分

申込方法
履歴書を持参のうえ、ぽると
21 福祉係まで（後日面接試
験を案内します）

履歴書を持参のうえ、ぽると
21 総合相談係まで（後日面
接試験を案内します）

履歴書を持参のうえ、役場こ
ども支援課（1 階 4 番）まで（後
日面接試験を案内します）

問合せ
ぽると 21
保健福祉課福祉係
青葉町 40 番地 2
☎ 0152-22-2500

ぽると 21
保健福祉課総合相談係
青葉町 40 番地 2
☎ 0152-22-6644

役場こども支援課児童育成係
本町 12 番地
☎ 0152-23-3131
　内線 146・124

児
童
館

4月1日から児童館の
開館時間・曜日が変わります

な方も声をかけていただければ、必要に応じてサ
ポートします。ぜひ気軽にご利用ください。
▼開館日時　月～土曜日　10 時～ 17 時 30 分
▼休館日　　日曜日・祝祭日・年末年始
▼利用対象　18 歳未満の子どもと保護者
▼場所　　　青葉町 29 番地６

　児童館は、これまで一緒に施設を使用してきた
仲よしクラブが斜里小学校内へ移転することに伴
い、開館時間と曜日を変更します。登録や事前予
約は必要ありません。小さなお子さんが遊べるス
ペースもあり、時間内は自由にご利用になれます。
また、スタッフが常駐しますので、初めてで不安

▼問合せ　斜里児童館　☎ 0152-23-5245

　平成 25 年 6 月に「障害を理由とする差別の解
消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が
制定され、平成 28 年 4 月 1 日から施行されま
した。この法律は、障がいのある人への差別をな
くすことで、障がいのある人も共に生きる社会を
つくることをめざしています。
　障害者差別解消法では主に次の 2 つのことに
ついて、自治体及び民間事業者が守るべきことが
定められています。
１．不当な差別的取扱いの禁止
　障がいを理由として、正当な理由なく、サービ

スの提供を拒否するなどの不当な差別的取り扱
いは禁止されます。

例お店に入ろうとしたら、車椅子を利用している
ことだけの理由で断られた

例アパートの契約をするとき、障がいがあること
だけの理由でアパートを貸してくれなかった

２．合理的配慮の提供
　障がいのある方が、相手方にとっ

て負担にならない程度の配慮を
求めているのに対して、それに
応じない（合理的配慮をしない）
ことも、差別にあたります。

例目が見えないことを伝え、書類
の内容を読み上げるなどの依頼
をしたが対応してもらえなかっ
た

例乗り物等に乗る際に介助を求めたのに介助をし
てもらえなかった

※ただし、配慮する側にとって、それが「過重な
負担」である場合を除きます。

　相談などがある場合は、ぽると 21 保健福祉課
福祉係までご連絡ください。

平成28年4月1日から

▼問合せ　ぽると 21 保健福祉課福祉係 ☎0152-22-2500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　N0152-23-6670

「障害者差別解消法」が施行
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平成 27 年度川上小学校リコーダー部

中央左：目黒さん
中央右：東城さん

募
集
　
児
童
館
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お誕生学級のご案内

日本脳炎ワクチンの定期接種

子
育
て

ワ
ク
チ
ン

　これまで、北海道は日本脳炎のウイルスを持つ
蚊がほとんど生息していないことから、日本脳炎
の予防接種を行う必要がない区域に指定されてい
ました。しかし、道外や海外を行き来する機会が
増えていることもあり、平成 28 年４月１日から
は定期接種として実施いたします。生年月日によ
り対象期間が異なりますのでご注意ください。
■日本脳炎ってどんな病気？？
　日本脳炎とはウイルスを持つ蚊に刺されること
で感染する病気です。数日間の高熱、頭痛、嘔吐

　1 歳（0 ヶ月～ 1 歳 1 ヶ月）になるお子さん
と保護者の方を対象に、育児学級を開催します。
1 歳からの子育てについて専門家から学ぶ機会で
す。民生委員の協力による託児もありますので、
ぜひお申し込みください。
▼対象
　平成 27 年 4 月、5 月生まれの子とその保護者
▼日時　5 月 18 日㈬　10 時 30 分～ 12 時

生年月日 接種時期と回数

H25. 4.2～H26.14.1 3歳以上4歳未満で1期1・２回、4歳で1期3回目、9歳で2期
1回接種

H21.10.2～H25.14.1 7歳6カ月までに1期3回、9歳で2期1回接種
※7歳6カ月までに1期の接種（3回）をできなかった方が残り回数分
　を9歳になってから接種することはできません。

H20.10.2～H21.10.1 7歳6カ月までに1期1回～2回、残りの接種は9歳以降

H20.14.2～H20.10.1 今年度定期接種対象外、9歳以降定期接種対象

H19.14.2～H20.14.1 9歳以降1期3回2期1回接種
※13歳以上は任意接種（有料）

H18.14.2～H19.14.1 20歳未満で1期3回2期1回接種
※20歳以上は任意接種（有料）

予約方法 接種日

３歳～中学３年生（15歳）要予約
☎0152-23-2102
受付：月・火・木・金　16:00～16:30

毎週火曜日（予約時に相談）
受付　13:00～13:30

高校生相当（15歳）
～20歳未満

予約不要 月～金 　8:30～11:00
　　　  13:30～16:00
※火曜日のみ午後は14:00～

予約方法 接種日（予約時に相談）

３歳～20歳未満 要予約
☎0152-23-5275
受付：月～金　平日診療時間帯

月～金　9:00～11:30
　　　 13:00～16:30
※金曜日のみ16：00まで

※7歳6カ月～9歳未満は定期接種対象外です。接種する場合は任意接種となり接種料金がかかります。
※特例措置（H8.4.2～H19.4.1生まれ）で接種する方の予診票はぽると21にありますのでご連絡ください。
※13歳以上で保護者が同伴しない場合には保護者の署名のある同意書と予診票（ぽると21保健推進係に設置）、母子手帳

を持参してください。保護者の署名がない場合は接種できません。

から始まり、光への過敏症や意識障害、けいれん
等の中枢神経系障害を引き起こします。ほとんど
が無症状に終わるといわれていますが、脳炎を引
き起こした場合、20 ～ 40％が死に至ります。
■４回（１期３回、２期１回）の接種が必要です
　日本脳炎ウイルスに対する確実な免疫をつける
ため、4 回の接種を行います。詳細は下記の表を
ご覧ください。なお、平成 21 年 10 月２日以前
生まれの方は特例措置として接種できます。

▼場所　　ぽると 21　検診室（2 階）
▼定員　　先着 10 組
▼参加費　400 円
▼内容　　計測、虫歯予防、幼児食について、幼
　　　　　児食の試食
▼持ち物　母子手帳、筆記用具、お食事エプロン、
　　　　　おしぼり、お子さんに必要なもの
▼申込締切　4 月 28 日㈭

※接種間隔目安
1 期 1 回目
　↓ 6 ～ 28 日
1 期 2 回目
　↓ 6 ヶ月以上
1 期 3 回目
　↓ 6 日以上
2 期

■接種方法…町内各医療機関で接種してください。接種料金の自己負担はありません。

■接種スケジュール

※町外医療機関で接種する場合はぽると 21 保健推進係へお問い合せください。

▼問合せ　ぽると 21 保健福祉課保健推進係　☎ 0152-22-2500

▼問合せ　ぽると 21 保健福祉課保健推進係　☎ 0152-22-2500

児童扶養手当
・特別児童扶養手当

平成28年度から始まります

▼問合せ　ぽると 21 保健福祉課福祉係　☎ 0152-22-2500

■児童扶養手当
　一人親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の
福祉増進を図ることを目的とした制度です。父母
の離婚などにより、父または母の一方からしか養
育が受けられない方に支給されます。
▼支給要件
　下記の要件に当てはまる児童を監護している父

母又は養育者
・父母が離婚した後、父または母と生計を同じく

していない児童
・父または母が下記のいずれかにあてはまる児童
→死亡している、重度の障害がある、生死が不明

である、1 年以上遺棄している、裁判所からＤ
Ｖ保護命令を受けている、1 年以上拘禁されて
いる

・母の婚姻によらずに生まれた児童
・父母ともに不明である児童（孤児など）
▼手続きに必要なもの
　・認定請求書（ぽると 21 福祉係にあります）
　・請求者と児童の戸籍謄本
　・世帯全員の住民票（世帯分離の同居人も含む    

　 マイナンバーが書かれたもの）
　・印鑑
　・預金通帳（ゆうちょ銀行以外）
　・年金手帳
　・世帯全員の保険証など

■特別児童扶養手当
　精神または身体に重度の障害をもつ 20 歳未満
の児童（以下対象児童）を養育している父母また
は養育者には、特別児童扶養手当が支給されます。
▼支給要件
　対象児童を家庭で監護、養育している父母等
※ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手

当は受給できません。
 1. 受給者（申請者）や対象児童が日本国内に住

所を有しないとき
 2. 対象児童が児童福祉施設等に入所していると

き（ただし、通園している場合は除く） 
 3. 対象児童が障がいを事由とする年金を受ける

ことができるとき
▼手続きに必要なもの
　・認定請求書※
　・診断書※
　・振込先口座申出書※
　・請求者と対象児童の戸籍謄本
　・世帯全員の住民票（世帯分離の同居人も含む

　 マイナンバーが書かれたもの）
　・印鑑
　・預金通帳（ゆうちょ銀行以外）など
　※認定請求書、診断書、振込先口座申出書は
　　ぽると 21 福祉係にあります

福

祉

水柿内科医院

斜里町国民健康保険病院
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知床しゃりブランド
第9回認証品を募集します

　現在まで 8 回の認証審査会を行い、9 事業者
21 商品が知床しゃりブランド品として認証され
ています。
　第 9 回目の認証審査会を 6 月に予定していま
すので、申請される生産者および事業者の方は、
5 月 18 日㈬までに所定の申請書に必要事項を記
入し関係書類を添えて、役場商工観光課商工労政
係へ提出してください。

　申請書類は窓口でご用意しています。
　知床しゃりブランド公式ホームページ（http://
www.shiretoko-gourmet.com/）からもダウ
ンロードできます。
　なお、申請書類の記載方法や関係書類など、詳
細は役場商工観光課商工労政係までお問い合わせ
ください。

▼問合せ　役場商工観光課商工労政係　☎ 0152-23-3131 内線 162

ブ
ラ
ン
ド

▼申請・問合せ　役場住民生活課医療年金係　☎ 0152-23-3131 内線 140・147

入院時の食事代が変わります
医

療

検

診

平成28年4月から
国民健康保険・後期高齢者医療制度

　平成 28 年 4 月から、町民税課税世帯の標準負担額（食事代）が引き上げられます。ただし、町民税非課
税世帯、指定難病及び小児慢性特定疾病児童等の標準負担額は据え置かれます。

【国民健康保険の被保険者の場合】
①世帯主の印鑑（認め印可）
②認定を受けようとする人の保険証
③認定を受けようとする人のマイナン

バーを確認できる書類
④過去１年間の町民税非課税の期間で入

院日数が 90 日を超える場合、その確
認ができる領収書

⑤窓口に来る人の公的機関から発行され
た顔写真付きの身分証明書（運転免許
証またはマイナンバーカード等）

【後期高齢者医療制度の被保険者の場合】
①認定を受けようとする人の印鑑（認め印可）
②認定を受けようとする人の保険証
③認定を受けようとする人のマイナンバーを確

認できる書類
④過去１年間の町民税非課税の期間で入院日数

が 90 日を超える場合、その確認ができる領
収書

⑤窓口に来る人の公的機関から発行された顔写
真付きの身分証明書（運転免許証またはマイ
ナンバーカード等）

入院時の食事代

※所得が一定基準に満たない世帯とは

区分 
平成28年3月まで 平成28年4月以降
標準負担額（１食） 標準負担額（１食）

町民税課税世帯 260円 360円

町民税非課税世帯 

90日までの入院 210円

変更なし91日からの入院 160円

所得が一定基準に満たない世帯※ 100円

国民健康保険
　世帯主と国保加入者が住民税非課税で、必要経費・控除（年金所得は控除額を80万円として計算）を
　差し引いたその世帯員の各所得がいずれも0円となる世帯で、70歳以上の人。

後期高齢者医療制度
　世帯全員の所得が0円（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下）の人。

町民税非課税世帯は食事代が減額されます。食事代の減額を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認
定証」の交付をうけ、医療機関へ提出してください。

交付申請に必要なもの

女性のためのがん検診
（乳がん・子宮頸がん）ご案内

検診日時および受付時間 場所

5 月 16 日㈪
       17 日㈫

①   8：30 ～   9：00　②   9：00 ～   9：30
③   9：30 ～ 10：00　④ 12：30 ～ 13：00
⑤ 13：00 ～ 13：30　⑥ 13：30 ～ 14：00

ぽると２１

乳がん検診 子宮頸がん検診

対象者
40歳以上の女性町民
※ペースメーカー手術および豊胸手術を

受けていない方

20歳以上の女性町民
※子宮体部がん検診（自己負担額700円）

は、該当者のみ実施

検診内容 マンモグラフィ検査（レントゲン撮影）
※今年度から視触診は行いません 細胞診

検診料
（自己負担額）

1,200円 1,000円・超音波検査は＋100円

▼申込・問合せ　ぽると 21 保健福祉課保健推進係　☎ 0152-22-2500

申込開始は 4 月 5 日㈫ 8 時 45 分から !!
※各検診ともに受付時間ごとの定員がありますので、お早めにお申し込みください。
※託児を希望される方は 4 月 28 日㈭までにお申し込みください。

年
金

▼問合せ　役場住民生活課医療年金係　☎ 0152-23-3131 内線 147

年金相談をご利用ください
　国民年金や厚生年金の受給金額、加入記録や
納付状況の確認など、年金制度に関するお問合
せや相談をお受けします。
▼日　時　4月19日㈫　10時30分～16時
▼場　所　ゆめホール知床　会議室 2

▼予　約　相談は事前の予約が必要です。予約   
は、相談日の 1 カ月前から受付しています。

▼予約先　北見年金事務所お客様相談室
　　　　　☎ 0157-33-6007
▼主　催　北見年金事務所

戸

籍 住所の異動手続きを忘れずに！
る必要があります。
　入学・就職・転勤等による引っ越しで住所を異
動される方は、住民票の異動の届出をするととも
に、マイナンバーの通知カード、マイナンバーカー
ド、住民基本台帳カードなどの住所変更届出もお
忘れなく！

引っ越しの際は

　住民票の住所の異動届（転出届・転入届・転居
届）は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿へ
の登録などにつながる大事な手続きです。
　また、皆さんに送付しているマイナンバーの「通
知カード」や身分証明書となる「マイナンバーカー
ド（個人番号カード）」の住所は最新のものにす

▼問合せ　役場住民生活課戸籍住民係☎ 0152-23-3131 内線 139
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・1 ～ 3 階　月額 4 万円　　・４～５階　月額 3 万円

▼問合せ　ウトロ支所☎ 0152-24-2200
一般賃貸住宅入居状況

１階…0 戸　２階…0 戸　３階…0 戸　４階…0 戸　５階…0 戸
・住所　ウトロ中島 10 番地 6

子
育
て
　
募
集
　
自
衛
隊
　
警
察
官
　
１
１
９

※現在募集はしていません

▼問合せ　斜里消防署　☎ 0152-23-2435　ウトロ分署　☎ 0152-24-2110

平成28年度斜里消防署の
サイレンの吹鳴について１１９

住宅用火災警報器を設置しましょう !!

　消防署では毎年行事の際、サイレンを吹鳴することがあります。今までも事前に広報しゃりでお知ら
せしていますが、下記に消防行事における年間のサイレン吹鳴予定を掲載します。早朝や夜間に吹鳴す
る場合もありますが、災害発生時に町民の皆さんの生命・身体及び財産を守るためにも、消防業務にご
協力をよろしくお願いします。

吹鳴期間 時間・場所 行事名
4月20～30日 20時（30秒間）…町全域 春の火災予防運動
5月末 8時30分・9時…市街地 斜里消防団消防演習

8月28日 7時30分…ウトロ
8時…町全域（ウトロを除く） 斜里消防団防災訓練

10月15～31日 20時（30秒間）…町全域 秋の火災予防運動
12月25～30日 20時（30秒間）…町全域 歳末警戒
1月4日 9時…ウトロ 消防出初め式（ウトロ）
1月6日 8時…市街地 消防出初め式（市街地）

募

集
▼問合せ　役場建設課建設係　☎ 0152-23-3131 内線 211

都市計画審議会委員募集
　都市計画審議会は、都市計画法に基づき設置
されているもので、町の諮問に応じ都市計画に
関する事項を調査審議する機関です。当面は、
都市計画変更に関する事項および都市計画関連
事業の調査・審議を行います。

▼募集人数　1 名
▼任期
　平成 28 年度から 2 年間（欠員補充のため）
▼締切　4 月 15 日㈮消 防 庁 舎 新 築 工 事 に

伴って 4 月 7 日㈭にサ
イレン吹鳴試験を行い
ます。（吹鳴時間は約 1
分です）

14時～峰浜・三井地区
15時～以久科・中斜里地区
16時～市街地（消防庁舎・
斜里小学校・光陽町）

運営協議会委員募集
▼募集人数　5 名
▼募集締切　平成 28 年 4 月 28 日㈭
▼任期　平成 28 年 7 月から 2 年間（年 3 回予定）
▼応募方法　北海道後期高齢者医療広域連合及び

市区町村窓口にある応募要領をご覧ください。

後期高齢者医療制度

　北海道後期高齢者医療広域連合では、住民の皆
さんの代表として、制度の運営に関する重要事項
を審議する運営協議会委員を募集しています。
▼応募資格
　道内在住の満 20 歳以上の方（ただし、議員や

公務員を除く）

▼問合せ　北海道後期高齢者医療広域連合　☎ 011-290-5601

平成28年自衛官採用試験自
衛
隊

募

集

※試験の詳細については、お問合せください。

募集種目 受付期間 資　　格 試験期日 場　所

予備自衛官補 4 月 8 日㈮まで 18 歳以上
34 歳未満 4 月 16 日㈯

美幌町内
一般幹部
候補生 5 月 6 日㈮まで Ｈ28年4月1日現在で

20歳以上22歳未満

5月14日㈯
　  15日㈰

※15日は飛行要員
　希望者のみ

▼問合せ　自衛隊帯広地方協力本部網走地域事務所　☎ 0152-44-5743
　　　　　ホームページ　http://www.mod.go.jp/pco/obihiro/

子育て支援センター開放日子
育
て

▼問合せ　子育て支援センター　☎N0152-23-5355

　子育て支援センターの開放日は、次のとおりで
す。保護者の方と一緒に自由に遊べます。（なお、
町外の方は里帰りのみ受け入れ可能です）
※各開放日は祭日等により変更することがありま
　すのでお問い合せください。
▼場所　　子育て支援センター（双葉保育園内）
　　　　　朝日町 5　☎N0152-23-5355
▼開放日　月～金　13 時～ 15 時 30 分
　（月・木は午前 10 時～ 11 時 30 分も開放）

◎支援センター移動開放日
　毎月第 1 木曜日は、はまなす保育園の一室（旧

支援センター）を開放します。
　▼時間　午前 10 時～ 11 時 30 分
◎土曜開放日
　毎月第 1 土曜日は、子育て支援センターを

開放します。
　▼時間　午前 10 時～ 11 時 30 分

試験名 試験日 受付期間 種類 試験地

申込書は消防
署・ウトロ分署
にあります

危険物取扱者試験
5月29日㈰

電子申請
4月10日㈰～17日㈰

書面申請
4月13日㈬～20日㈬

甲種（北見市のみ）
乙種（第１～6類）
丙種

北見市
網走市

消防設備士試験 甲種（第１～５類）
乙種（第１～７類） 北見市

各種試験のお知らせ

※危険物取扱者試験準備講習会が北見市と網走市で開催されます。詳細はお問い合せください。

▼年齢基準　昭和 59 年 4 月 2 日～平成 11 年 4
　　　　　月 1 日までに生まれた者

▼試験区分
　Ａ区分：大学（短大を除く）等を卒業又は卒業

見込みの者（高度専門士を含む）
　Ｂ区分：Ａ区分以外の者（高校生を除く）

北海道警察官採用試験
警
察
官

▼一次試験日　5 月 8 日㈰
▼受付期間　　4 月 15 日㈮まで
　　　　　　　電子申請は 13 日㈬まで
▼申込書配布場所　全道の警察署、北海道警察本

部採用センター、北海道警察ホームページ
▼問合せ　斜里警察署　☎ 0152-23-0110
　http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp
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　町内各自治会のご協力のもと、役場産業部水道課によ
る『「水道料金改定」に係る説明会』が、2 月から 4 月
にかけて順次開催されています。
　この説明会は、これまで広報しゃりでもお知らせして
きた水道料金の改定案について、水道事業の現状と今後、
料金改定に至った経緯や必要性、改定スケジュールなど
を利用者の皆さんに直接説明するもので、質疑応答では、
参加者から様々な意見が出されました。
　水道料金の改定は、収支を改善するため、現段階では
平成 28 年 10 月に 20％、平成 32 年 4 月に 20％とし、
料金改定案をまとめたところです。
　今後説明会が行われる地域の方々は、ぜひ積極的な参
加をよろしくお願いいたします。
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今後の行事予定
参加してみませんか

？
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人の動き

■人口／11,996人（-11人）
　　　男：5,922人（-9人）
　　　女：6,074人（-2人）
■世帯／5,595世帯（+5世帯）

〈平成28年2月末現在〉
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森と生きものの復元事業に
ご協力ください

●寄付金額　76,500円
●参加者　　10人（件）

〈2月の参加状況 〉
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道料金改定説明会を開催
安全で安定的な水道水を供給するために

水

身近なできごと、話題・スポーツ情報などお寄せください。
▼問合せ　役場企画総務課企画係　☎ 0152-23-3131（内線 241）

まち発見レポート
4 月

4日 双葉保育園入園式（10:00～）
はまなす保育園入園式（10:30～）

5日 中斜里・ウトロ保育所入所式
（10:00～）

6日 町内全小中学校入学式
7～11日 新入学児童交通安全街頭指導期

間
7日 生きがい大学入学式（11：00～ゆ

めホール知床）
8日 斜里高校入学式（14：00～）

10日 知床雪壁ウォーク2016
（12：30開会式、13:00スタート）

斜
新小学 1 年生へ

里地区安協から
「文房具セット」寄贈

　3 月 18 日、斜里地区交通安全協会（須田修一郎
会長）から、町内の新小学 1 年生全員に対し、交通
安全の願いを込めて、五十音表や鉛筆、消しゴム、
定規などの文房具セットが贈呈され、馬場町長に手
渡されました。ありがとうございました。

　3 月 8 日、ＪＡ斜里町から町内の新小学１年生全
96 人に対して、お道具箱やクリアファイル、ぞう
きん、メモ帳などが寄贈され、平田隆雄代表理事組
合長から「楽しい学校生活を送ってほしい」との願
いと共に、村田教育長に手渡されました。ありがと
うございました。

J
新小学 1 年生へ

A斜里町から
お道具箱など寄贈

5 月
6 日 く ろ ま る in 知 床 LIVE ～ 日 本 一

周中に寄れなくてごめんなさい～
（18:00 開場、18:30 開演…しれと
こくらぶ）

中旬 前浜清掃
下旬 町民植樹祭

2 月 26 日に行われた老人福祉センターでの説明会

広告を募集しています。企画係（内線 241）

『広報しゃり』広告募集！
広報紙を利用してお店や会社をPRしませんか？

★広告掲載料金（１号あたり１枠）
◉町内事業所等　  8,000 円
◉町外事業所等　10,000 円

申込み→役場企画総務課企画係
☎ 0152-23-3131（内線 241）

掲載内容については、一定の制限があります。
また、個人の広告は掲載できません

子どものＩＱを
高めるツール
として！

そろばんに注目！

林 珠算教室
斜里町文光町 59-8　☎ 0152-23-6338

新
入
生
募
集
中

教育界が

話題の右脳トレー
ニング「フラッ
シュ式アンザン」
もトレーニングで
きるよ！
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保 健

ぽ…ぽると 21

子育て
午前10時～11時30分

▼親子あそびの広場/支援センター
   ………………………12日㈫、15日㈮、19日㈫、22日㈮
▼ウトロあそびの広場…13日㈬、27日㈬/漁村センター
▼支援センター移動開放日…7日㈭/はまなす保育園
▼土曜開放日……………2日㈯/支援センター

国保病院検診
※予約制

▼ヘリカルCT肺がん検診
 ………………7日、14日、21日、28日/毎週木曜日

国保病院
外来予定

▼産婦人科外来日…7日㈭、8日㈮、27日㈬、28日㈭
▼皮膚科外来日……4日㈪
▼小児科外来休診日…6日、13日、20日、27日/毎週水曜日

今月の納期 ▼水道料・下水道納期限と口座振替日…4 月 25 日㈪

施設の休館日
▼ゆめホール知床………毎週月曜日　
▼海洋センター体育館…全日開館
▼図書館…毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館）
▼博物館…毎週月曜日（祝日・振替休日は開館）
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みんなのしゃべり場

斜里町の人権擁護委員の皆さん

6日
㈬ 母親学級①ぽ 13:30～15:00

7日
㈭

1歳半健診ぽ
26 年 8 月生
26 年 9 月生

13:00～13:30
13:30～14:00

12日
㈫

リウマチの会ぽ 13:00～15:00
２歳半健康相談ぽ

25 年 10 月生
25 年 11 月生

  9:30～10:00
10:00～10:30

13日
㈬

両親学級ぽ 19:00～21:00
あおぞらの会・親
の会総会ぽ 13:30～14:30

20日
㈬ 母親学級③ぽ 13:30～15:00

21日
㈭

9カ月・4カ月健診ぽ
27 年   7 月生
27 年 12 月生

13:00～13:30
13:30～14:00

27日
㈬ 母親学級④ぽ 13:30～15:00

朝日小学校での人権教室の様子


